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1.開講にあたって 

筆者は長年,都道府県,市町村,消防本部,住民の災害時の対応状況や日頃の準備状況を調査し

てきた。そして,これらの調査により団体等は異なっても共通してみられる問題や教訓が数多く

あることを知るにつけ,それらを地域防災行政関係者の視点から整理し,実戦的なノウハウの形

でまとめることが極めて重要であると考えるようになった。 

本講座はこのような考えのもとに,地域防災行政の現場ですぐに役だち,効果も大きいノウハ

ウを示すことを意図したものであり,今後の連載では,地域防災行政の現場でよくみられる以下

のような問題・課題に対する実戦的なノウハウを示す予定である。 

・自分の町の防災課題は何なのか,どうすれば把握できるのか 

・新しく防災を担当することになったが,何から手をつけたらよいのかわからない 

・防災業務にマンネリを感じており,今後,どの方向に展開したら良いのかわからない 

・地域防災業務をもっと効率的・効果的に進められないか 

・いま災害が発生したら的確に対応できるか心配だが 9どうすれば対応力を向上させられるの

かわからない 

・儀式化している防災会議を活性化したい 

・地域防災計画がお題目になってしまっており,各実ともに,実効的・実戦的なものにしたい 

・シナリオどおりの防災訓練ではなく,もっと実戦に即した訓練はできないものか 

・担当者,幹部,職員必須の防災知識・技能はどういうものか 

・被害想定は必要か?どうすれば被害想定はできるのか 

・自主防災組織や地域住民の防災活動を活性化させたいが,決め手に欠ける等々 

本講座が,読者の方々の地域防災業務推進の大いなる助けとなることを希望するとともに,忌

揮のないご意見をいただきたいと考えている。 

さて,第 1回目の今回は,「いま災害が発生したら的確に対応できるか心配だ」という方々のた

めに,豪雨災害から人命を守るための実戦ノウハウを示そう。 

 

 

 

 

地域防災実戦ノウハウ(1) 
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2.実戦ノウハウ 1－実戦のための必須知識－ 

 

〔解説〕 

(1)豪雨災害の死者の 9 割は土砂災害による 

記録に残る集中豪雨災害となった 1982 年 7 月 23 日長崎豪雨,1983 年 7 月 23 日山陰豪雨,1993

年鹿児島豪雨での土砂災害による死者・行方不明者数の割合は,表 1 に示すように全体の約 9 割

となっている。 
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(2)法指定危険箇所だけが危険なのではない 

通常,都道府県や市町村の行政機関が把握している災害危険箇所は,表2の要件を満たす土砂災

害危険箇所である。しかしながら,現実は,表 3の「その他」にみられるように表 2 の要件を満た

す箇所以外(その多くは,人家数要件は満たさないが自然的要件は満たすものである)でも土砂災

害(特に,急傾斜地崩壊と土石流)は多数発生している。 
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3.実戦ノウハウ 2－人命が危険にさらされる理由－ 

 

〔解説〕 

(1)市町村等の危険把握や避難の勧告・指示等の判断が遅れたり欠如する 

市町村等に判断の遅れや欠如が生じるのは,主に以下の二つの理由からである。 

①崖崩れや土石流等の土砂災害の危険が,どの程度さし迫っているかを判断するための基準

(警戒避難基準)を持っていないこと。 

②①の警戒避難基準には降雨量を用いるのが適当であるが,管内に雨量計がなかったり,雨量

計はあっても随時雨量を把握できる体制がないこと。 

(2)住民への即時一斉伝達手段が整備されていない 

土砂災害危険等が接近していると判断されるときは一刻の猶予も許されないため,全住民を対

象にその危険性や避難の必要性が即座に伝達されなければならない。 

もし,そのような情報が住民に伝わらなかった場合は,住民自らが判断し,行動しなければなら

ないが,これには大きな問題が伴う。⇒ワンポイントアドバイス 1 

 

ワンポイントアドバイス 1－住民はどこまで土砂災害危険を予測できるか― 
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なお,即時一斉伝達手段を持っておらず旧来どおり広報車で広報を試みる市町村が見受けられ

るが,広報車による広報では迅速性に欠ける上,浸水や道路損壊等により広報範囲が制約された

り,屋内にいる人には聴取が困難であったり(窓の閉めきり,雨音等のため)するため,効果はきわ

めて低い。 

(3)住民が避難しないあるいは避難できない 

たとえ市町村等から避難の呼び掛けがあった場合でも,以下のことから避難しなかったり,で

きない状況が生じることが多い。 

・自宅周辺の危険を知らなかったり(知らされていなかったり),また,長期間被災経験がないこ

とから危険箇所住民の中にも安全と考えている人がいる。 

・高齢者等の災害弱者には負担が大きいことから避難をいやがる人が多い。また,自力で避難

できない人も多い。 

・安全な避難所が近くにない場合には,豪雨の中の避難は大きな負担となる。 

 

4.実戦ノウハウ 3－人命を守るためのポイント－ 

 

〔解説〕 

(1)土砂災害から人命を守る警戒避難対策を基本とする。この場合,法指定危険箇所か否かに関係

なく,自然的条件からみて危険なところは全て警戒避難活動の対象とする 

標記のことは,実戦ノウハウ 1－実戦のための必須知識－からの当然の結論である。 

なお,災害防止工事が未施工の土砂災害危険箇所が多数ある現状から,いかに早く危険を察知
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し,効果的に避難させるかといった「警戒避難対策」が当面重要となる。また,「自然的条件から

みて危険なところ」としては,表 2 に示した災害危険箇所の要件のうちの自然的要件が一つの目

安になるが,一般にある程度の高さや傾斜,勾配を有する急傾斜地や渓流・沢については注意が必

要である。⇒ワンポイントアドバイス 2 

 

ワンポイントアドバイス 2－川があぶないときは山もあぶない― 

 

(2)実戦的な警戒避難基準の整備及び管内雨量観測手段の整備 

①実戦的な警戒避難基準の整備 

実戦的な警戒避難基準は,本来,当該地域の雨量特性・地域特性を考慮して定めるのが原則

であるが,過去にさかのぼったデータの収集・解析が必要となることから大部分の市町村では

そのようなものをすぐに得ることは困難と思われる。 

そのため,当面は既存の警戒避難基準(値)を用いるものとし,ここでは,そのうちの一つで

ある「警戒態勢をとる場合の基準雨量例(消防庁昭和 44 年)」(表 4)を紹介する。 

この基準は簡便な割にきわめて実用的である。 

⇒研究「警戒態勢をとる場合の基準雨量例(消防庁昭和 44 年)の運用例」(後述) 

 

②管内雨量観測手段の整備 
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①の警戒避難基準を運用するには,管内の降雨状況を随時かつ即座に入手可能な雨量観測

手段が必要である。そのためには,管内に適当な密度で配置された雨量観測機器から自動的に

雨量データを収集し,上記警戒避難基準と照合するシステムを整備することが望ましいが,そ

のようなシステムの整備が当面不可能な場合は,最低限,市町村役場に雨量計を設置し,10 分

～30 分単位の降雨量を即座に読み取り,上記基準雨量と照合できる体制を整備することが必

要である。⇒ワンポイントアドバイス 3 

 

ワンポイントアドバイス 3－登庁直後の 1 分が大切－ 

 

(3)住民への一斉伝達手段の整備 

豪雨災害の特性を考えた場合,屋外・屋内にいる全住民に即座に伝達できる手段の整備が必要

である。 

そのようなものとしては既にご承知のように,同報無線系の戸別受信機と屋外拡声器を組み合

わせたものが信頼性が高い。この方式のものについては,過去の豪雨災害時に目ざましい効果を

発揮した事例が報告されている。⇒ワンポイントアドバイス 4 

 

ワンポイントアドバイス 4－一斉伝達手段の豪雨時の効果的運用方法－ 
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(4)住民の効果的避難を促す対策の実施 

住民に効果的に避難を促すには,平常時から以下の措置を講じておくのが重要であることが,

これまでの災害研究から明らかにされている。 

①伝達された情報を住民が正しく理解しうるための方策 

ア.危険箇所(法指定危険箇所だけでなく,危険の考えられる箇所は全て)の住民への周知徹底 

イ.土砂災害等に関する防災知識の啓発 

ウ.住民の避難行動を促したり,援護するリーダー層の養成 

エ.警戒避難基準の信頼性の向上 

②住民が容易に避難しうるための条件整備 

ア.アクセスが容易で安全な避難所の整備 

イ.地域住民の集団移送体制の整備(避難所までが遠い地域などの場合) 

ウ.災害弱者に対する援護体制の整備 

 

「警戒態勢をとる場合の基準雨量例(消防庁昭和 44 年)」が,実際の豪雨災害に対してどの程度

有効であるかを検証してみよう。ここでは,1993 年 8 月 6 日に鹿児島市に死者・行方不明者 47 名

の人的被害をもたらした豪雨災害の場合をみてみよう。(以下の雨量データは鹿児島地方気象台

の観測データである) 

「警戒態勢をとる場合の基準雨量例(消防庁昭和 44 年)」には,「前日までの連続雨量」の求め

方にっいては明示されていないが,ここでは,前 1週間分の雨量合計を用いるものとする。 

そうすると,前日までの連続雨量は 289mm となる(表 5)。 

そこで,表 4の「前日までの連続雨量が 100mm 以上あった場合」として運用する。 

表 6から,当日の日雨量が 50mmを超え,第 1警戒態勢基準に達したのは 10時頃であり,さらに,

時雨量 30mm 程度の強雨を観測し,第 2警戒態勢基準に達するのは 17 時の段階となる。 

この 17 時という時点は,表 7 の時間別・災害種別 119 番通報受理状況をみるとわかるように,

本格的な被害が出始める直前であり,タイミング的にはベストといって良いものである。 
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